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資料
• 令和5年度「働き方改革推進支援助成金」適用猶予業種等対応コース(運送業)のご案内
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• 災害物流専門家研修 出席連絡票
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小学生や家族の皆さんに、くらしと経済を支えるトラックについて、
楽しみながら学び一層の親しみをもっていただくとともに、交通安全や
環境保全等の取組について広く知っていただくため、「トラックの日」記
念行事として４年ぶりにフェスタを開催します。

　日　時 令和５年１０月２１日(土)
  １０：００～１５：００

　会　場 岡山市サウスヴィレッジ（岡山市南区片岡２４６８）

① 様々なトラックの展示・体験
・ いろいろな用途に使われる様々な種類のトラックを展示
・ トラックの運転席に座ってトラックの大きさや死角を知る交通安全体験
・ 高さ15ｍの高所作業車やマイナス20度の冷蔵冷凍車の乗車体験等
・ 「こども運送体験コーナー」（新規）を設け、点呼、車両点検から集荷、配送までを体験

② 小学生絵画コンクールの作品展示、表彰式
・ 県内小学生を対象に夏休み期間に募集した「未来のトラック」絵画コンクールの作品（１００
点）展示、優秀作品の表彰式

③ その他
・ 警察、消防、自衛隊による関係車両の展示、交通安全・防犯・環境関係車両による体験学習
・ 子ども免許証の作成、ミニ電車（ミニMOMO）の乗車体験、遊戯コーナー
・ はたらくトラッククイズラリー（新規）
・ ステージイベント：
　岡山東商業高校吹奏楽部演奏、アトラクション、
　防犯・交通安全講座、苗木配付（イロハモミジ、ヤマザクラ）
・ キッチンカー　　　　　等

　主　催 一般社団法人岡山県トラック協会

　後　援 中国運輸局岡山運輸支局、岡山県教育委員会、岡山市教育委員会、岡山県警察、  
  山陽新聞社、RSK山陽放送、OHK岡山放送、TSCテレビせとうち、RNC西日本放送、 
  KSB瀬戸内海放送

　協　賛 いすゞ 自動車中国四国㈱岡山･鳥取支社岡山支店、岡山日野自動車㈱、   
  岡山三菱ふそう自動車販売㈱、ＵＤトラックス㈱中国四国地域 山陰･岡山支社、  
  ボルボ･トラック中国㈱キャリオン

はたらくトラック
ファミリーフェスタ
～物流のチカラで“想い”をツナグ！～

令和元年度 ファミリーフェスタ

令和元年度 ファミリーフェスタ
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 トラックの日  献血事業への協力のお願い
一般社団法人 岡山県トラック協会

 
岡山県トラック協会では、毎年「トラックの日」事業の一環として、業界を挙げて献血活動を推進して
います。
本年度は、次の日程で献血事業を実施しますので、皆様方のご協力をよろしくお願いします。
また、本年度も昨年度に引き続き、当協会の実施日時に行けない方にも参加していただけるよう、

「紹介状式」献血事業を実施します。献血ルームや最寄りの献血会場へ、本号に同封の紹介状（コピー
してお使いください。）を持って、献血にお出かけください。記念品「書き込める保存容器」（タッパー）を
用意しています。

献血実施に伴うお願い
岡山県赤十字血液センター

◎お薬の服用がある場合、種類や服用日によりお願いできる場合、できない場合、様々なケースがあります。（「薬＝献血でき
ない」ということではありません）。
　薬の名前をお伺いしますので、「お薬手帳」をお持ちください。
◎3日以内に出血を伴う歯科治療（歯石除去含む）がある方は献血のお願いができません。
　また、口内炎のある方は献血のお願いができない可能性があります。
◎4週間以内に海外から帰国(入国)した方は献血のお願いができません。
　また、過去の滞在歴により献血のお願いができない場合があります。
◎インフルエンザ予防接種後24時間以内、ファイザー製・モデルナ製新型コロナウイルスワクチン接種後48時間以内は献
血のお願いができません。
　また、アストラゼネカ製新型コロナウイルスワクチン接種後６週間は献血ができません。
◎種々の集団感染の疑いがある場合、献血実施の延期をお願いする場合があります。
 献血の基準について（400mL献血）
男女とも体重50㎏以上の方が対象になります。
年齢：男性17歳～69歳、女性18歳～69歳（65歳以上の方は、献血される方の健康を考慮して60～64歳の間に献血経験
がある方に限ります。）
血色素量：男性13ｇ/ｄL以上、女性12.5ｇ/ｄL以上（当日検診させていただきます。）
※詳細については、3～4ページの内容をご覧ください。

献血にご協力いただける事業所を募集しております！
ご質問・ご連絡は　086-256-6565（岡山県赤十字血液センター献血推進課）

支　部　等 実　施　日　時 実　施　場　所
岡山トラックステーション［岡山市中区倉富］
井倉運輸(株)［新見市足見］
総社運送事業協同組合［総社市西郡］
矢掛輸送サービスセンター［矢掛町本堀］
岡山県高速運輸事業(協)勝央事業所［勝央町勝間田］
備前輸送サービスセンター［備前市伊里中］
マルナカ平井店［岡山市中区倉田］
ＤＣＭダイキ岡山店［岡山市南区藤田］
イオンモール倉敷２階ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ横［倉敷市水江］

カインズホーム津山店［津山市高野本郷］

12:30 ～ 13:30
13:00 ～ 16:00
10:00 ～ 14:00
09:00 ～ 10:30
15:15 ～ 16:15
14:30 ～ 16:00
9:30 ～ 11:00
13:00 ～ 16:00
11:30 ～ 17:00
10:00 ～ 11:30
12:45 ～ 16:00

岡 山

備 中

美 作
備 前

ト ラ ッ ク の 日
献 血 D A Y

10月12日 (木)
10月 6日 (金)
10月 7日 (土)
10月26日 (木)
10月25日 (水)
10月20日 (金)

10月 9日 (月・祝)
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フォークリフト運転競技岡山県大会を開催
佐藤 修子さん （日本通運㈱ 岡山支店）が優勝

8月3日（木）「自動車運転練習場」（岡山市東区中尾）で『第37回フォークリフト運転競技岡山県大
会』が開催されました。 県内の会員事業所から１５名の参加があり、佐藤修子さん（日本通運㈱岡山
支店）が1,000点満点中743点で優勝されました。入賞された方は以下のとおりです。おめでとうご
ざいます。

大会では、「学科競技」「点検競技」「運転競技」の3部門の合計点数で順位が争われ、出場した選手
の皆さんは日頃の職務の中で培われた技術や知識を十分発揮しようと、真剣な面持ちで競技に取り
組んでいました。
 
9月30日（土）から愛知県中部トラック総合研修センターにおいて開催される第38回全国フォー

クリフト運転競技大会には、岡山県代表として佐藤修子さん(女性部門に出場)、三上崇さん、宮西正
規さんの３選手が出場されます。

入　賞　者

優 勝
第 2 位
第 ３ 位
第 ４ 位
第 ５ 位

佐 藤 　 修 子
三 上 　 　 崇
坂 田 　 　 匠
宮 西 　 正 規
藤 原 　 明 広

（  日本通運㈱  岡山支店  ）
（  日本通運㈱  岡山支店  ）
（  日本通運㈱  岡山支店  ）
（  ㈱ナルキュウ西部  ）
（  ㈱ナルキュウ西部  ）

さ ん
さ ん
さ ん
さ ん
さ ん
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燃料価格高騰対策等を求め
国土交通大臣へ直接要請

中国トラック協会 「燃料油価格激変緩和対策事業」の継続等３項目を求める！

中国トラック協会（小丸 成洋会長）は、中国管内各県トラック協会と連携を図り、国土交通省を訪問し直
接、斉藤 鉄夫国土交通大臣に要望書を手渡しました。
燃料油価格の高騰が続き運賃等への価格転嫁が進まない状況の中、今後の事業継続に大きな不安を抱

える会員事業者の声を受け、安定した輸送力の確保、国民や荷主のニーズに応えた我が国の経済活動へ
の更なる貢献が可能となるよう燃料油価格対策等3項目を要望しました。
 
〔 国土交通省への要請行動概要 〕

１． 日　時　　令和5年8月24日（木）14時15分
２． 場　所　　国土交通省 大臣室（東京都千代田区霞が関2-1-3）
３． 要望先　　国土交通大臣
４． 要望者　　中国トラック協会、（公社）広島県トラック協会、（一社）岡山県トラック協会、
   （一社）山口県トラック協会、（公社）島根県トラック協会、（一社）鳥取県トラック協会

令和５年８月２４日
国土交通大臣　
斉 藤　鉄 夫　殿

中国トラック協会　会 長　小 丸　成 洋
公益社団法人広島県トラック協会　会 長　小 丸　成 洋
一般社団法人岡山県トラック協会　会 長　遠 藤　俊 夫
一般社団法人山口県トラック協会　会 長　喜多村　  誠
公益社団法人島根県トラック協会　会 長　永 井　好 輔
一般社団法人鳥取県トラック協会　会 長　川 上　和 人

要　　望　　書

１．「燃料油価格激変緩和対策事業」の継続等燃料油価格対策の実施について
貨物自動車運送事業は、国内貨物輸送において基幹的役割を担っていますが事業運営の根幹をなす「燃料油価格」は高騰
が続き、運賃への思うような価格転嫁が進まない中、中小零細事業者を中心に経営環境は厳しさが増す一方であり、さらに
「燃料油価格激変緩和対策事業」が本年９月末をもって廃止が予定されていることから、今後の事業継続に大きな不安を抱
き、その声が日に日に大きくなっています。
政府には、物流の維持と運送事業の健全な発展に向け、「燃料油価格激変緩和対策事業」の継続など燃料油価格対策に速
やかに取り組むことを要望します。

２．運賃・料金の適正収受について
トラック運送業界は過当競争により、トラック運送事業者は荷主との力関係上立場が弱いこともあり、適正な原価を踏まえ
た運賃・料金の収受が進まない中、車両や備品などの価格高騰及び労働コストの上昇などにより経営環境は厳しさを増して
いる状況にあります。
国土交通省では、「標準的な運賃」の告示などにより、適正な運賃・料金の収受に向けた環境づくりにご対応頂いているとこ
ろですが、さらに荷主企業がこの「標準的な運賃」についてしっかりと理解し、浸透する対策に取り組むことを要望します。
また、運賃・料金の上昇は物価を押し上げることも考えられることから、一般消費者の理解を得る取り組みも併せて実施し
て頂くことを要望します。

３．ドライバー不足への対策について
トラックドライバーは、他の業種と比較して低賃金に加えて、長時間労働など厳しい労働環境にあり、それがドライバー不足
の大きな要因と考えられます。
長時間労働の改善に向けては、荷待ち・荷役時間の削減など労働環境の改善、中継輸送や共同配送など輸送の効率化及び
自動運転化などの対策を早急に講じる必要があることから、こうした取り組みを加速化させるための国の支援措置を要望し
ます。

以上、３点中国トラック協会として要望いたします。
何卒格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

国土交通大臣への要請行動
（前列右から）鳥取ト協 川上会長、中ト協 小丸会長、斉藤国土交通大臣、岡山ト協 遠藤会長、島根ト協 永井会長
（後列右から）鳥取ト協 山﨑専務理事、岡山ト協 宮長専務理事、島根ト協 山根専務理事、山口ト協 毛利光専務理事、中ト協 森井専務理事

―　要望事項に対する国土交通省の回答　―

１．「燃料油価格激変緩和対策事業」の継続等燃料油価格対策の実施について
燃料油価格激変緩和対策事業については、昨年10月の経済対策において今年9月末まで措置を講じることとしており、段
階的に縮減されている。
１０月以降の取扱いについては、政府としても与党等としっかり協議して切れ目のない対応を行っていく。

２．運賃・料金の適正収受について
トラック運送事業においては、安定的な物流を確保するため、適正な運賃を収受できる環境を整備する事が重要である。
本年6月2日とりまとめられた「物流革新に向けた政策パッケージ」に基づき、トラックＧメンの設置による荷主の監視強化

などにより、適正な運賃収受に向けた環境整備にしっかりと取り組んでいく。
また、関係省庁と連携し、特に荷主団体等を所管している経済産業省や農林水産省とよく連携をしてこの取り組みを進める。

３．ドライバー不足への対策について
ドライバー不足への対策については、労働条件の改善、そのためには荷待ち時間の削減や適正運賃収受が必要である。
国土交通省では事業法に基づく荷主等への働きかけや要請などとともに、ホワイト物流の推進運動の展開や荷役作業の
負担軽減に資する機器の導入支援といった働き方改革に関する取組を推進し、引き続き労働条件の改善、業界の魅力の向
上を図っていく。
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燃料価格高騰対策等を求め
国土交通大臣へ直接要請
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接、斉藤 鉄夫国土交通大臣に要望書を手渡しました。
燃料油価格の高騰が続き運賃等への価格転嫁が進まない状況の中、今後の事業継続に大きな不安を抱

える会員事業者の声を受け、安定した輸送力の確保、国民や荷主のニーズに応えた我が国の経済活動へ
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津山地域での交流を踏まえた会議を開催
（青年協議会）

岡山県トラック協会 青年協議会（会長 海吉運送㈲ 代表取締役  湯淺 隆史）では、令和５年８月２５
日（金）に津山輸送サービスセンターにおいて津山地域での交流を踏まえた会議を開催しました。
 会議は講演及び青年協議会の事業内容説明の２部構成

で、青年協会員１１名、青年協非会員４名、講師２名、事務局
２名の計１９名が参加しました。
講演では、三井住友海上火災保険㈱ 経営リスクアドバイ
ザー 安藤 豊 氏から「２０２４年問題及び未払残業代への対
策について」と題して、来年から施行される罰則付き時間
外労働上限規制の概要や労務管理の方法、過去の判例に
基づく残業代の計算方法など多岐にわたるお話がありまし
た。
 また、青年協議会の事業内容説明では、青年協議会の
活動に理解・興味をもっていただくため、青年協議会会長
及び事務局が概要及び昨年度の主な取組について説明を
おこないました。
 本会議は各地域での会員・非会員の交流を深めること、
青年協議会の活動に関心をもっていただくことを目的に今
年度初めて開催したもので、１０月は倉敷市で開催する予
定です。

令和5年度献血運動推進協力団体等
厚生労働大臣感謝状を贈呈されました

8月7日、岡山県国際交流センターで「献血感謝のつどい」がおこなわれ、岡山県トラック協会は、献
血運動推進協力団体として厚生労働大臣感謝状を贈呈されました。式典には藤森元則副会長と宮長
勇作専務理事が出席しました。
岡山県トラック協会は、毎年

「トラックの日」の事業の一環とし
て、県下各地での献血事業を実
施するほか、献血ルーム等での
献血に参加できる紹介状を配布
するなど、献血活動を推進して
います。
今年度の献血事業については

本誌2ページをご覧ください。
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第６３回「正しい運転・明るい輸送運動」の実施について

全日本トラック協会では、年末年始に向けた事故防止対策として、下記のとおり第６３回「正しい運転・明るい
輸送運動」実施計画を策定しました。会員各位におかれましては、本運動の趣旨をご理解の上、全従業員参加
の運動となりますよう積極的な取り組みをお願いします。
 
１ ．目   的

この運動は、交通・労働災害事故の防止、環境保全及び輸送秩序の確立により、円滑な輸送の達成を図り、
年末年始の輸送繁忙期における安全、安心な輸送サービスを提供することを目的とする。

２．運動期間 
令和５年１１月１６日（木）から令和６年１月１０日（水）まで

３．主　　催
全日本トラック協会（以下「全ト協」という。）並びに各都道府県トラック協会

４．後　　援
国土交通省、警察庁

５．実施事項
経営トップ、管理者及び従業員が一体となって、下記の項目を中心とした取り組みを行うものとする。

（１） 飲酒運転の根絶
管理者は、国土交通省が令和４年３月に改訂した「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し

て行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を踏まえ、同年６月に全ト協が改訂した「飲酒運転防
止対策マニュアル」を活用し、運転者等に対するアルコール検知器の携行などによる酒気帯びの有無
の測定方法、及び測定結果の確実な報告等について指導を徹底する。

また、交通対策委員会の決議を踏まえ、トラックドライバーへの飲酒運転しないことの宣言書署名な
どの取り組み強化を図る。

（２） 追突事故及び交差点における事故防止の徹底
運行管理者等は、事業用トラックにおける死傷事故の約半数を占め、高速道路での死傷事故の約６割

を占める「追突事故」、及び死亡・重傷事故の約４割を占める「交差点事故」を防止するために、全ト協制
作の資料『プラン2025目標達成セミナー～削減目標達成への取り組み～』※を活用し、交通事故実態
に即した運転者への指導・教育を実施し、追突事故及び交差点における事故防止の徹底に努める。

※全ト協ホームページURL 資料『プラン2025目標達成セミナー～削減目標達成への取り組み～』 　
　https://jta.or.jp/member/anzen/plan2025seminar.htm

（３） 過労運転防止の徹底
運行管理者等は、繁忙期においても無理な運行計画とならないよう、運行経路、運行時間、休憩地点

等を含む適切な運行指示書の作成や運行計画及び乗務割の作成を行い、点呼時等を活用し運転者の
疲労、睡眠不足の状況等、健康状態の確認を徹底し、過労運転防止に努める。
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（４） 確実な点呼の実施
経営者は、従業員の健康管理を徹底させ、また、運行管理者は点呼を確実に実施し、運転者の健康状

態、疲労の度合い、異常な感情の高ぶり、睡眠不足等について確認し、少しでも異常があると認められ
た場合は乗務させないようにする。

また、点呼の際、運行管理者等はアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を確実に行う。

（５） 携帯・スマートフォンの使用禁止の徹底
道路交通法の一部改正により罰則強化が行われた運転中のスマートフォン等の画像を注視する行為

や、携帯電話を用いて通話する行為は極めて危険な行為であることから、乗務中の携帯電話による通
話やスマートフォンの操作の禁止について徹底を図る。

（６） 健康診断の受診の徹底
経営者は、健康起因による事故防止を図るため、従業員に健康診断を確実に受診させ、結果を把握

するとともに必要に応じて医師の診断等を受けさせ、運転に支障を及ぼす影響のある異常があると認
められた場合は、改善されるまで乗務させないようにする。

（７） 荷役作業時の安全確保の徹底
経営者及び荷役災害防止担当者等は、荷主等との運送契約時に、荷役作業における役割分担を明確

にするように書面契約を締結するよう努めるとともに、荷役作業の有無、運搬物の重量、荷役作業方法
等の荷役作業内容を、「安全作業連絡書」等で運転者へ指示を行い配布する。

また、令和５年１０月より、荷役作業時の墜落・転落防止対策強化のため昇降設備の設置及び保護帽
の着用義務が最大積載量２トン以上の貨物自動車に範囲が拡大されることなどを踏まえ、墜落・転落の
危険を伴う荷役作業においては必ず保護帽を着用させるなどの必要な安全対策を指示し、労働災害事
故の防止を図る。
参考 ： 陸上貨物運送事業労働災害防止協会

「荷役作業安全対策ガイドラインのあらまし」
http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2018/06/niyaku-guideline_aramashi_202304.pdf

「労働安全衛生規則等の一部改正のポイント」
http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2023/05/kaisei_question_answer.pdf

（８） 高速道路における事故防止の徹底
高速道路における事故の多くは、高速道路に入った後１時間以内に比較的多く発生していることを踏

まえ、運行管理者は、高速道路に入った後に可能な限り早い段階で運転者に休憩をとらせるなど、高速
道路における事故防止の徹底に努める。

（９） 車両の安全性確保の徹底
経営者及び整備管理者は、「自動車点検整備推進運動」及び「不正改造車を排除する運動」の趣旨を

踏まえ、車両の日常点検及び定期点検の確実な実施に努めるとともに、不正改造の防止を徹底する。
特に、近年、大型トラックの車輪脱落事故が急増しているため、国土交通省が策定する大型車の車輪

脱落事故防止にかかる「緊急対策」のトラック業界が取り組む実施事項と併せ、全ト協作成の啓発資料
活用などにより、早めに冬用タイヤ交換を計画する他、適切なタイヤ交換作業の実施により車輪脱落
事故防止対策の徹底を図る。

（10） 降積雪期における輸送の安全確保の徹底
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運行管理者及び整備管理者等は、気象情報や道路における降雪状況等を適時適切に把握するととも
に、早期にスタッドレスタイヤに交換する他、積雪・凍結等の気象及び道路状況により、タイヤチェーン
を装着するなど適切な措置を講じる。また、大雪等での立ち往生を防ぐため、冬用タイヤの溝深さが新
品時の５０％以上であることを「プラットホーム」で運行前に必ず確認することを徹底させる。

（11） 正しい積付け・固縛方法の徹底
荷量が増加する年末の繁忙期において、偏荷重が生じない積付けや、荷にロープまたはシートをか

ける等の固縛を正しく行い、安全な輸送の確保を徹底させる。

（12） エコドライブ及びアイドリング・ストップの徹底
地球温暖化の発生源である化石燃料の使用量を削減し、ＣＯ２及び排出ガスの低減を図ることは、業

界に課せられた命題であることから、エコドライブ及びアイドリング・ストップを徹底させる。

（13） 運輸安全マネジメントの徹底
輸送の安全確保が最も重要であるという意識を経営トップから現場の運転者まで浸透させるため、

運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めるよう安全意識の高揚を図る。

（14） 安全意識の高揚
経営者は、社会的責務を自覚し、「安全を最優先する」という経営理念と、「絶対に事故を起こさせな

い」という信念を持って、各事業所の事故防止対策の徹底を図る。
運転者は、常に適正な速度、車間距離を保つなど、安全走行を徹底する。また、交通法令の遵守はも

ちろんのこと、プロドライバーとしての使命と自覚を持って、一般ドライバーの模範となるよう、常に「や
さしさ」と「思いやりのある運転」を心掛ける。

（15） 輸送品質・サービスの向上
運転者は、荷扱いに一層の注意を払い、毀損等の貨物事故の未然防止を図る。また、常に笑顔と誠意

をもって顧客等に接するとともに、言葉遣いや態度を明快にし、親切、丁寧に対応するよう輸送サービ
スの向上に努める。

６．実施要領
前項の「実施事項」を確実かつ効果的に実行するため、それぞれ次の要領により実施する。なお、国土交通
省が年末年始に行う安全総点検への協力を行うものとする。

（１）～（２）省略

（３）事業所
① 自社広報紙等の利用、あるいはトラック協会等から配布されたポスター、垂れ幕、立看板、腕章、リボン

等により、従業員に対し本運動の実施事項を徹底し、一層の事故防止と輸送品質の向上を図る。
② 安全対策を検討する際は、全ト協が制作した各種マニュアル等の啓発物を積極的に活用する。  

＜全ト協ホームページ＞ URL https://jta.or.jp/member/anzen/kotsuanzen_ichiran.html 
③ 従業員に対し必要な教育、現場指導を行い、また、トラック協会が行う研修会、講習会等に必要な従業

員を積極的に参加させ、安全・安心な輸送サービスの向上を図る。 
④ 安全会議を開催する等、本運動及び関係行政機関の発出する安全に関する通知等の徹底を図る。 

以 上 
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「正しい運転・明るい輸送運動」表彰推薦について
推薦は令和６年１月５日（金）まで

全日本トラック協会では「正しい運転・明るい輸送運動」（詳しくは今月号に掲載）を展開予定ですが、期間終
了後本運動に功績のあった従業員及び事業所を対象に下記の表彰基準により表彰が行われます。

該当事業者及び事業所の方は、令和６年１月５日(金)までに所属支部経由にてご推薦下さい。ご推薦いただ
いた候補者の情報（個人情報）については、「正しい運転･明るい輸送運動」表彰以外には使用いたしません。

記

「正しい運転・明るい輸送運動」表彰基準

(公社)全日本トラック協会

「正しい運転・明るい輸送運動」の実施にあたり、次の基準に該当するトラック運送事業ならびに運送取
扱事業の従業員および事業所もしくは団体につき、選考の上表彰する。なお、表彰の割当については別
表のとおりとし推薦の順位に従って上位のものから順次割当数を選考する。

１.  本運動中に無事故であり、かつ本運動を含む暦年の１年間に傷害以上の大きな事故を起こさなかっ
た従業員および事業所。          
(車両の損壊、作業事故、交通事故等すべてを事故とみなし、暦年とは１月１日から同年１２月３１日まで
をいう）

２.  本運動期間中に本運動の目標に添う事項に関し、関係当局、地方公共団体あるいは荷主から、感謝も
しくは表彰された従業員もしくは団体。

３.  荷役機械、自動車部品および作業方法等の発明、考案もしくは改良を行い、事業経営の改善向上に寄
与した者。

４.  人命救助、重大事故もしくは危険物の事故防止に功績のあった者。
５.  その他、事業経営の改善向上、交通事故防止、作業安全およびサービス向上等に関し、著しく功績の

あった従業員および事業所もしくは団体。

「正しい運転・明るい輸送運動」表彰県別定数
従業員 事業所・団体

岡山県 ２ １

※ 推薦者多数の場合は、選考の上決定させていただきますのでご了承ください。
※ 48ページの表彰推薦者名簿をご記入の上、ご推薦ください。
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全ト協会長表彰候補者の推薦
令和５年１１月２４日(金)推薦締切

(公社)全日本トラック協会では、例年のとおり、会長表彰を実施することになりました。下記、表彰規程に該当
する方を49ページの功績調書により、ご推薦ください。

　ご推薦いただいた候補者の情報（個人情報）については、全ト協会長表彰以外には使用いたしません。
 
全ト協表彰規程抜粋
 
表彰の目的
　本会の運営並びにトラック運送事業及び運送取扱事業の健全な発展に寄与すると共に、当該事業の
社会的地位の向上に貢献した者の功績を讃え表彰することを目的とする。
 
表彰の種類及び対象者
　○感謝状

 ・ トラック運送事業及び運送取扱事業の役員
 ・ 事業者団体の役員

　○表彰状
 ・ トラック運送事業の運転者及び、その他の従業員並びに運送取扱事業の従業員

被表彰者の選考基準
（１） トラック運送事業及び運送取扱事業の役員として２０年以上その業務に精励し、当該事業の発展

に寄与し、その功績が顕著な満５０歳以上の者
（２） 事業者団体の役員として１５年以上その業務に精励し、当該事業の発展に寄与し、その功績が顕

著な満５０歳以上の者
（３） トラック運送事業の運転者及びその他の従業員並びに運送取扱事業の従業員で次に掲げる者

イ． 危難をかえりみず職責を遂行し、または重大事故を未然に防止しその功績が顕著な者
ロ． 有益な発明、考案、改良または研究を行い運送業務に著しい貢献をした者
ハ． 運転者として３０年以上勤務し、成績優秀な者

 
提出書類
　○功績調書（様式第1号）
　○履歴書
　○その他選考の参考となる資料

※受賞者の決定は、令和６年３月の予定です。情報誌にて会社名、氏名を公表します。
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会員名簿（令和５年度）変更のお知らせ
※変更箇所のみ記載	 	 	 	 	 	 	 	 	 　　　	（令和５年１０月）
NO. 事業者名 変更内容 変更後

24 ㈱アクティブ 所 在 地 〒703-8262　岡山市中区福泊 144-8

59 ㈱イーエス 退 会

172 ㈱オークラロジ　岡山営業所
Ｔ Ｅ Ｌ 0774-54-8088
Ｆ Ａ Ｘ 0774-54-8188

241 ㈱岡山ブックサービス 代表者名 倉本　昌明

323 ㈲川口運送 退 会

407 ケイテック㈱ 退 会

581 松豊産業㈱
代表者名 松岡　浩史
Ｔ Ｅ Ｌ 086-277-6000

603 ㈱親幸産業 社 名 ユニセルロジ㈱

711 ㈱だいきち
役 職 名 代表取締役社長
代表者名 江淵　正典

743 髙杉運送㈲ 退 会

1048 ㈱ HIGASHINO　岡山支店 退 会

1183 ㈲堀内急便 退 会

1194 ㈲前﨑梱包運輸
役 職 名 取締役
代表者名 前崎　泰一

1196 前田畜産運送㈲ 所 在 地 〒708-1124　津山市高野山西 1937-1

1352 ㈲ヤマスイ物流 社 名 ㈱ヤマスイ物流

1366 ㈲山本水産輸送 社 名 ㈱山本水産輸送

1496 ㈱ワンセット 社 名 ㈱ベルテック

新規に入会された方のご紹介
NO. 事業者名 役職・代表者 所在地 TEL・FAX 地区

54 ㈱アンサー 代 表 取 締 役	
田 中　 利 治

〒719-1175	
総社市清音上中島 1812-2

TEL	0866-93-9055	
FAX	0866-93-9056 総社

413 KFC サービス㈲ 営	 業	 所	 長	
横 山　 裕 之

〒719-3224	
真庭市目木 1-2

TEL	0867-42-5851	
FAX	0867-42-5852 真庭

539 三輝㈱ 代 表 取 締 役	
藤 井　 清 司

〒709-3615	
久米郡久米南町上二ケ 5-1

TEL	086-728-2230	
FAX	086-899-6198 津山

退会について

岡山県トラック協会から退会される場合の会費請求は、退会月分までとさせていただきます。日割り請求等ございませんので、予めご了承く
ださい。
また、退会届に記入する退会予定日より後の日付で退会届が岡山県トラック協会（本部、又は支部）に到着いたしますと到着日が退会日となり
ますのでご注意ください。

　　　　　　　（例） 退会予定日 退会届の到着日 退会日 請求する月
令和５年１０月１日 令和５年１０月１日 令和５年１０月１日 令和５年１０月分まで
令和５年１０月３１日 令和５年１０月２０日 令和５年１０月３１日 令和５年１０月分まで
令和５年１０月３１日 令和５年１０月３１日 令和５年１０月３１日 令和５年１０月分まで
令和５年１０月３１日 令和５年１１月１日 令和５年１１月１日 令和５年１１月分まで

退会届の到着が遅れたり、翌月になりそうな場合はお手数ですが、岡山県トラック協会本部（０８６-２３４-８２１１）までご連絡をお願いいたします。
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消費税抜きの価格となります

２０２３年８月２５日 現在
（公社）全日本トラック協会

軽油価格動向推移表（全国平均・中国地区）
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一般社団法人 岡山県トラック協会及び支部 ご案内

本     会

岡山支部

倉敷支部

備中支部

美作支部

備前支部

自動車運転練習場

〒７００-８５６７

〒７００-０９４１

〒７１０-０８４７

〒７１４-１２２４

〒７０８-０８４２

〒７０５-００２３

〒７０９-０６２６

岡山市北区青江１-２２-３３
　　 ０８６-２３４-８２１１( 代 )  　　 ０８６-２３４-５６００

岡山市北区青江１-２２-３３
　　 ０８６-２３４-３２１１　　　　　 ０８６-２３４-５６００

倉敷市東富井８５０-１
　　 ０８６-４２５-０１０８　　　　　 ０８６-４２５-０１３８

小田郡矢掛町本堀１２９６-１
　　 ０８６６-８３-１３６５　　　　　 ０８６６-８３-１３６６

津山市河辺７２２-５
　　 ０８６８-２６-４４３６　　　　　 ０８６８-２６-４４５０

備前市伊里中５１６-１
　　 ０８６９-６７-２８８２　　　　　 ０８６９-６７-２８８３

岡山市東区中尾３５５-１
　　 ０８６-２７９-８０２２　　　　　 ０８６-２７９-８０２２

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

岡山県トラック総合研修会館 入居団体 ご案内

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

岡山県支部

岡山県運送事業協同組合連合会

岡山県高速運輸事業協同組合

自動車事故対策機構　岡山支所

〒 ７００-０９４１  岡山市北区青江１-２２-３３  １階

　　 ０８６-２３４-１３３２　　　 ０８６-２３４-５６００

〒 ７００-０９４１  岡山市北区青江１-２２-３３  ２階

　　 ０８６-２３４-８１００　　　 ０８６-２３４-８３８３

〒 ７００-０９４１  岡山市北区青江１-２２-３３  ３階

　　 ０８６-２３２-７０５３　　　 ０８６-２３１-６７４２
運行管理者各講習・適性診断等に関するお問い合わせは
こちらへご連絡ください。

TEL FAX

TEL FAX

TEL FAX

※ 11月末まで改修工事のため、備中支部で業務を行なっています。



回　覧編集発行　令和５年10月１日
一般社団法人 岡山県トラック協会
〒700-8567　岡山市北区青江1-22-33
TEL.086（234）8211　FAX.086（234）5600
URL：https://okayama-ta.or.jp

携帯サイト
https://okayama-ta.or.jp/
携帯電話からの接続には、所定の通信料がかかります。
また、QRコード®は読み取り条件などによって読み取れない
場合があります。
※QRコード®は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

同封資料
 ●　はたらくトラック ファミリーフェスタ
 ●　献血紹介状
 ●　おかやまマラソン交通規制チラシ
 ●　米子自動車道 蒜山IC～米子IC 夜間通行止チラシ

ホームページをご活用ください
https://okayama-ta.or.jp

会員事業者に対して可能な限り早く、きめ細かい情報を伝えることを基本として
ホームページでの情報提供をメインで行っております。また、詳細で情報量の多いも
のについても、国や関係団体等のサイトを活用しながら提供させていただきます。

岡山県トラック協会

定期的な閲覧と積極的なご活用をお願いいたします。

各種申請様式・イベント情報はこちら

過去の内容は「一覧」をクリック

行政・協会だよりはこちらに掲載

検 索


